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☑ 認知症高齢者が行方不明になった場合に、迷い人情報をすみやかに配信し、早期発見につなげる

ための取組みです。 
 

☑ 迷い人になるおそれがある方の情報を事前に登録したうえで、その方が行方不明となった場合

に、家族等からの依頼により対象者の身体的特徴や服装等の情報を地域の協力者に対してメー

ルやＦＡＸで配信し、情報提供をお願いするというものです。 
 

☑ より迅速な対応や早期発見につなげるため、事前に地域包括支援センターや武豊町（福祉課）で

写真をお預かりしています。 

 
 

～利用するためには   事 前 登 録  が必要です～ 

 

 ◆町内に在住し迷い人になるおそれのある認知症高齢者（若年性認知症を含む） 

◆町内の介護保険施設や認知症高齢者のグループホーム等を利用されている人 

（但し、親族や成年後見人等の同意が必要です） 

 

  登録希望者の親族・成年後見人等、または利用している施設の職員、ケアマネジャーが「支援

対象者登録申請書」を受付窓口に提出してください。 

  写真の預かりを希望する人は、窓口に提出いただくか、下記アドレスにお送りください。 

      ⇒ houkatsu@taketoyo-shakyo.or.jp（地域包括支援センター） 
      ※提出する時は、撮影日が分かるように記載をお願いします 

 ◆受付窓口  武豊町地域包括支援センター（町役場敷地内・思いやりセンター） 

◆受付時間  月～金曜日（祝休日・年末年始を除く）８時３０分～１７時１５分 

◆登録費用  無 料 

問合せ  地域包括支援センター ☎７４－３３０５ 

介護者・家族

①連絡・相談 

②メール 

配信等 

認知症迷い人ＳＯＳ情報 

ネットワーク事業窓口 

協力団体（事業者等） 

③情報提供 

④報告 

≪迷い人のお知らせ≫ 

日時：○月○日○時頃 

場所：○○○ 

特徴：70 代男性 

中肉中背、青色の上着

に黒色のズボンを着用 

 

情報があれば、○○○

までご連絡ください。 

配信内容（例） 

＊警察による行方不明者の捜索は別途届出が必要

町内

②同報無線 

発見・保護

夫が 

いない！ 

誰でも登録することができますか？ 

登録するにはどうしたらいいですか？ 

【認知症迷い人 SOS 情報ネットワーク事業ってなに？】 
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過去、警察に行方不明届が出されたケースのうち、行

方不明から発見までに１日以上かかったケースが約２割

にものぼります。 

一方で、自治体が実施する見守りネットワークの登録

者は未登録者に比べ、行方不明から発見までの時間が短

くなる傾向がわかってきました。早期発見・保護につな

げるためにも、自治体が実施する見守りネットワークに

事前登録することが推奨されています。 

（出典:愛知県徘徊予防研修資料 2017） 

 

 

情報配信をする際には、あらかじめ家族・介護者等から行方不明者についての聞き取りを行

いますが、その際にご要望いただければ、名前は公表しない（匿名）、情報配信先を限定するな

どの対応をとることもできます。 

 

 

  情報配信時に送信するメールは文書のみです。 

  写真の公表を希望される場合は、行方不明時に窓口まで写真をご提出いただければ、武豊町

ホームページに掲載することができます。 

※事前に写真をご提出いただけると、より迅速な対応が可能です。 

  

 

  協力団体は町内にある介護保険サービス提供事業者やガソリンスタンド、コンビニ、金融機

関などがあります。 

 

 

  武豊町メール配信サービスに登録していただくと、迷い人情報を受信することができます。 

町ホームページまたは、公開サイト（https://plus.sugumail.com/usr/taketoyo【PC・ス

マートフォンの場合】）（https://m.sugumail.com/m/taketoyo【フィーチャーフォン（ガラ

ケーの場合）】）からアクセスし、受信情報をすべて選択してください。また、登録用アドレス

（t-taketoyo@sg-p.jp）へ空メールを送信しても登録可能です。 

※右側の QR コードからも送信できます。 

         登録方法に迷う人は、ご相談ください☆ 

① 登録することでどのようなメリットがありますか。 

② 情報配信の際は、必ず名前・住所を公表しなければいけませんか。 

③ 行方不明者の写真を添付してメール配信することはできますか。 

④ 情報配信先の「協力団体（事業者等）」にはどのようなところがありますか。 

⑤ 行方不明情報のメール配信を受取るためにはどうすればよいですか。 

0

10

20

30

40

50

約３分の１

あり 

15.8 時間 

43.0 時間 

見守りネットワークの利用別の 
行方不明から発見までの平均時間 

なし 

～「認知症迷い人 SOS 情報ネットワーク事業」よくある質問～ 


